
 

山形市地域総合整備資金保証料補助金交付要綱 

 

 （目的及び交付） 

第１条 市長は、山形市地域総合整備資金貸付要綱（平成６年６月１日施行。以下「貸付要綱」

という。）に基づき地域総合整備資金の借入れを申請した事業者（以下「民間事業者等」と

いう。）の負担を軽減することにより、地域振興に資する民間事業活動等を支援するため、

民間事業者が地域総合整備資金を借り入れるために必要な連帯保証に係る保証料（以下「保

証料」という。）について山形市補助金等の適正化に関する規則（昭和５２年市規則第１０

号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を

交付する。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 地域総合整備資金 貸付要綱第１条に規定する地域総合整備資金をいう。 

 ⑵ 保証料 連帯保証料契約を締結した民間金融機関等（以下「連帯保証人」という。）に 

支払う連帯保証料をいう。 

 ⑶ 保証料率 連帯保証人が保証料を計算する際に融資残高に乗じる率をいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、この要綱の施行の

日以後に山形市から地域総合整備資金の貸付決定の通知を受けた民間事業者等とする。 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、保証料とする。 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象者が毎年４月１日から翌年３月３１日までの間に連帯保証人

に支払う保証料（保証料率が０．４５パーセントを超える場合は、０．４５パーセントを用

いて算出した保証料に相当する額）の全額に相当する額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、地域総合整備資金を借り入れた年度の翌年度以後の年度の保証



 

料に係る補助金の交付を申請する場合において、当該交付申請時の保証料率が地域総合整備

資金を借り入れた時の保証料率（以下「初年度保証料率」という。）（当該初年度保証料率

が０．４５パーセントを超える場合は、０．４５パーセント。以下この項において同じ。）

を超えるときの補助金の額は、初年度保証料率を用いて算出した保証料に相当する額とする。 

 

（交付申請） 

第６条 規則第５条の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者は、山形市地域総

合整備資金保証料補助金交付申請書（別記様式第１号）に連帯保証人に支払う予定の保証料

の額が分かる保証料補助金計算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長が別に定め

る期日までに市長に申請しなければならない。 

 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その日から３０日以内に、

その内容を審査の上、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定するものとし、山形市地域

総合整備資金保証料補助金交付決定通知書（別記様式第２号）により当該申請を行った者に

通知するものとする。 

 

（補助金の交付方法） 

第８条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）から補助金

の交付の請求を受けたときは、概算払により補助金を交付するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 規則第９条第１項に規定する市長の定める期日は、規則第８条の規定による交付決定

の通知があった日から起算して１０日を経過する日とし、同項の取下げは交付申請取下書（別

記様式第３号）により行うものとする。 

 

（実績報告） 

第１０条 規則第１３条の規定にかかわらず、交付決定者は、交付を受けた補助金に係る保証

料の支払が完了したときは、山形市地域総合整備資金保証料補助金実績報告書（別記様式第

４号）に保証料の支払を証明する書類又はこれに代わる書類その他市長が必要と認める書類

を添えて、市長が指示する期日までに市長に報告しなければならない。 



 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必

要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、交付

すべき補助金の額を確定し、山形市地域総合整備資金保証料補助金の額の確定通知書（別記

様式第５号）により当該交付決定者に通知するものとする。 

 

（立入検査等） 

第１２条 市長は、必要と認めるときは、交付決定者から報告若しくは資料の提出を求め、又

は当該職員にその事務所等に立ち入らせ、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に

質問させるものとする。 

 

（関係書類の保管） 

第１３条 規則第１９条に規定する関係書類は、地域総合整備資金の返済が完了した日の属す

る年度の翌年度の初日から起算して５年間保管しなければならない。 

 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第１号（第６条関係） 

 

年 月 日 

 

（宛先）山形市長 

 

所在地 

名称 

代表者           

 

山形市地域総合整備資金保証料補助金交付申請書 

 

山形市地域総合整備資金保証料補助金の交付を受けたいので、山形市地域総合整備資金保証

料補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 交付を受けようとする補助金の額                円 

 

２ 添付書類 

⑴ 民間金融機関等からの連帯保証料補助金計算書 

 ⑵ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第２号（第７条関係） 

 

第   号 

年 月 日 

 

          様 

 

山形市長 

 

山形市地域総合整備資金保証料補助金交付決定通知書 

 

  年 月 日付けで交付申請のあった、山形市地域総合整備資金保証料補助金については、山 

形市補助金等の適正化に関する規則第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付すること 

に決定したので、同規則第８条の規定により通知します。 

 なお、この補助金は山形市地域総合整備資金保証料補助金交付要綱第８条の規定に基づき概 

算払いにより交付しますので、併せて通知します。補助金等の交付請求は、所定の請求書によ 

って行ってください。 

 

記 

 

１ 交付決定額               円 

 

２ 交付の条件 

 ⑴ 山形市補助金等の適正化に関する規則及び山形市地域総合整備資金保証料補助金交付要

綱を遵守してください。 

 ⑵ 交付を受けた補助金に係る保証料の支払の完了後は速やかに実績報告書を提出してくだ

さい。 

 ⑶ 山形市監査委員の監査を受けることがありますので、関係書類を地域総合整備資金の返

済が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年間は整理・保管してくださ

い。 

 



 

様式第３号（第９条関係） 

 

年 月 日 

 

（宛先）山形市長 

 

所在地 

名称 

代表者           

 

山形市地域総合整備資金保証料補助金交付申請取下書 

 

山形市地域総合整備資金保証料補助金の交付について、山形市補助金等の適正化に関する規

則第９条第１項の規定により、下記のとおり申請を取り下げます。 

 

記 

 

１ 申請を取り下げる補助金の額                円 

 

２ 申請を取り下げる理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第４号（第１０条関係） 

 

年 月 日 

 

（宛先）山形市長 

 

所在地 

名称 

代表者           

 

山形市地域総合整備資金保証料補助金実績報告書 

 

山形市地域総合整備資金保証料補助金の交付について、山形市地域総合整備資金保証料補助

金交付要綱第１０条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり報告します。 

 

記 

 

添付書類 

⑴ 保証料の支払を証明する書類又はこれに代わる書類 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第５号（第１１条関係） 

 

第   号 

年 月 日 

 

          様 

 

山形市長 

 

山形市地域総合整備資金保証料補助金の額の確定通知書 

 

   年 月 日付けで実績報告のありました山形市地域総合整備資金保証料補助金について、 

山形市補助金等の適正化に関する規則第１４条の規定に基づき、下記のとおり補助金の額を

確定しましたので、山形市地域総合整備資金保証料補助金交付要綱第１１条の規定により通

知します。 

 

記 

 

 確定補助金額               円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


